
裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

（庁名）水戸地方裁判所

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

ロ自殺， 自傷

■施設，物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用
口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為
口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）
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6 行為の態様及び被害の状況

のとおり 口追完予定
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7行為に至る経緯

口別紙のとおり 口追完予定

’
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その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり

8裁判所の対応，

■次のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名）静岡家庭

１
■
□
□
□
□
□
□
■
□

１
■
□
□
□
□
□
□
■
□

行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設物品等の損壊等

文書偽造官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害

その他（ ）

行為の概要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設物品等の損壊等

文書偽造官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
職員の職務遂行の妨害
その他（ ）
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6行為の態様及び被害の状況

口次のとおり ■別紙報告書のとおり 口追完予定

7行為に至る経緯

口次のとおり ■別紙報告書のとおり 口追完予定

8裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
■次のとおり 口別紙 のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 東京地方裁判所

| ，
行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）

行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害

自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害

その他 （ ）
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6行為の態様及び被害の状況

口汝のとおり ■別紙のとおり 口追完予定

平成28年11月1 1日付け当庁 執行官 作成の報告書のと ’■■■■■■
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平成28年11月11日

■■■■■■部長裁判官殿

東京地

執行官

方裁判所

報
壁
ロ 書

●
●
■
●
●
■

、
０
０

●
●
⑪
●
●

●
◆

合
●
①
自
ら
●
■

の 分

● e

■

aD

Q

ｲ

8
一



I?I

●

09

一

｡

●

■ 穴
〆

P ウ ら

q
e● 血 1

0 一一● ‐

● ｡一

ハ

ー 学

口8

心

以上



(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名)横浜地方裁判所

1行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺，自傷

■施設,物品等の損壊等

口文書偽造,官職名等の不正使用

口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）,，
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’3行為の場所

法廷,審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居(官舎を含む｡）
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被害者,被害施設等

裁判官
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司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居(官舎を含む｡）

裁判所のその他の施設

物品,文書等
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり ロ追完予定

’

7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

－

裁判所の対応その結果等の行為後の事情

■次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 東京地方裁判所

■行為の概要

職員又はその家族に対する加害

それ以外の者に対する加害
自殺， 自傷

施設，物品等の損壊等

文書偽造，官職名等の不正使用

逃走

裁判所構内等における犯罪行為

職員の職務遂行の妨害
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裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他

5

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

一

｜’

’

’

里聖！

塵一一亘凸一三 一一._LL－ユー」

…
－，■■

＝
今

，“ー聖.＝子_－－≦_善臺_=L頭ﾛ

一■

｜
‐
陥
媚
堵 ー

g三丁 △ . ル

ー＝坐 ＝二一=.,.一一､__害 一一一.鮭←=_‐ ‘ロー‐

窟ｱ曹冒 ’一~－－-一部

嬢露誕窪聖 ：菰司 、”

且… …＝室

－－ ｜』脚勵

一二 F牛

遍1重nOo ET1臺匝Z言

一



」 ’ ’
’
６
■ ’
行為の態様及び被害の状況

次のとおり 口別紙のとおり 口追完予定
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7行為に至る経緯

■吹のとおり 口別紙のとおり 口追完予定

■■

その結果等の行為後の事情

口別紙のとおり

8裁判所の対応，

■吹のとおり 口追完予定
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仙地裁総第72

（訟ろ－1

平成28年1 2月

8号

0）

8日

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害
口 自殺

口施設

，

，

自傷

物品等の損壊等

■文書偽造，官職名等の不正使用
口逃走

口裁判所構内等における犯罪行為
口職員の職務遂行の妨害

□その他（ ）

た 0

2 行為の日時 ■■

3 行為の場所

法廷,審判廷又はその

辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）
その他 (■■■■）

■■

4 行為者

事件関係者

傍聴人

不明

その他（Ⅱ■■■ ）

5 被害者，被害施設等
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居（官舎を含む。 ）
裁判所のその他の施設
物品 , 文書等

その他（■■■■■■■
■■■■）
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり ■別紙1項のとおり 口追完予定

６
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行為に至る経緯
次のとおり

７
口 ■別紙2項のとおり ロ追完予定

裁判所の対応，その結果等の行為後の事情
次のとおり ロ別紙のとおり

８
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

(庁名） 島地方裁判同
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1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害

□それ以外の者に対する加害

口自殺

口施設
，
夕

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用

口逃走

■裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）
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3行為の場所
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法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）

その他(■■■■■■■■）
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行為者

事件関係者
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不明
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5被害者，被害施設等

’
裁判官
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司法修習生

事件関係者

傍聴人

職員の家族

庁舎

住居(官舎を含む。 ）

裁判所のその他の施設

物品，文書等

その他(■■■■■■■■■）
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’
行為の態様及び被害の状況

次のとおり ■別紙のとおり ■
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7行為に至る経緯

■次のとおり 口別紙のとおり 追完予定□
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その結果等の行為後の事情
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'8裁判所の対応，
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●

●



(以上）



仙地裁総第7
（訟ろ－

平成28年12月

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

50号

10）

20日

て

（

（’

1 行為の概要

口職員又はその家族に対する加害
□それ以外の者に対する加害
口 自殺

■施設
９
，

自傷

物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用
□逃走

口裁判所構内等における犯罪行為
口職員の職務遂行の妨害
□その他（ ）

■■■■■■■■■落書きを行った。
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2 行為の日時 ■■■■■■■■■■■■■■■

3行為の場所

法廷，審判廷又ほその
辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ）
その他 ）

’

4 行為者

事件関係者

傍聴人
不明

その他 ）

5被害者，被害施設等
裁判官

その他の職員

司法修習生

事件関係者
傍聴人

職員の家族
庁舎

住居（官舎を含む。 ）
裁判所のその他の施設
物品 ,

その他

文書等
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様及び被害の状況

り 口別紙1項のとおり ロ追完予定
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(別紙様式）

裁判所職員に対する加害行為等に関する報告書

（庁名） 静岡地方裁判所

Ｉ
■
■

底鰐震の家族に対する加害
□それ以外の者に対する加害

口自殺， 自傷

口施設，物品等の損壊等

口文書偽造，官職名等の不正使用
ロ逃走

口裁判所構内等における犯罪行為

口職員の職務遂行の妨害

□その他 （ ）

１■写
まれ， |押される
－

暴行を受 けた。

て

行為の日時 ｜ ・2
－ ’

F 一毎

3 ’
法廷，審判廷又はその周辺

庁舎内

裁判所構内

住居（官舎を含む。 ） ’
その他 ’

4
一

Ⅱ

事件関係者 ｡

その他 （ ）
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裁判官 ’
｜その他の職員 ’ ．

司法修習生

事件関係者

傍聴人
タ

職員の家族
lロ I

庁舎 ’

住居（官舎を含む。 ） ～一一・

裁判所のその他の施設 ’
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｜物品，文書等 ’

その他 I（
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行為の態様及び被害の状況

次のとおり □
〃

６
■ 別紙のとおり □ 追完予定
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7行為に至る経緯
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8裁判所の対応，ぞの結果等の行為後の事情
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裁判所職員に対する加害行為等に関する報告について

（庁名)新潟家庭裁判所

行為の栂要

職員又はその家族に対する加害
それ以外の者に対する加害
自殺､自傷
施設,物品等の損壌等
文書偽造,官職名等の不正使用
逃走

裁判所構内等における犯罪行為
臓員の職務遂行の妨害
その他（ ）

１
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
■
ロ
ロ

’
ロ■■(行為

f
■』

| ’
引っ張る暴行を加えた。

2行為の日時 ’

’
3行為の場所

’
裁判所構内 i－－－－－ ’
住居(官舎を含む｡）
その他 ’

■

行為者
事件関係者
4

（ … ’
傍聴人 ｜

’ ’
不明
その他（

阜

）

5被害者,被害施設等
＝裁判官．
その他の職員
司法修習生
事件関係者
傍聴人
職員の家族
庁舎
住居(官舎を含む｡）
裁判所のその他の施設

I 物品,文書等
その他1■■■■■■

’

|）

行為の態様及び被害の状況
次のとおり ロ別紙のとおり
６
■
’ 口追完予定
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7行為に至る経緯
■次のとおり ロ別紙のとおり ロ追完予定

｜

ロ追完予定

」
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8裁判所の対応,その結果等の行為後の事情
■次のとおり 口別紙のとおり
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